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１．はじめに 

 

「三重県財政の健全化に向けた集中取組」（平成 29 年６月策定。）において、

より一層の歳入確保に向けて、あらゆる財源の確保策について検討し、具体的

に展開可能な取組から進めていくこととしています。このうち、クラウドファ

ンディングについて、他の自治体の先行事例も参考にしながら積極的に活用し

ていくこととしています。 

本指針は、今後各部局において、クラウドファンディングを活用して事業を

実施する際の参考とするため、クラウドファンディングに関する基本的な考え

方や実施手順等をとりまとめたものです。 

 

 

 

【三重県財政の健全化に向けた集中取組】より抜粋 

（４）その他の歳入確保策の推進 

   

〔個人及び法人等からの寄附の拡大〕 

  寄附者のメリットの大きいふるさと納税制度に対応したクラウドファン

ディングや企業版ふるさと納税制度については、他の自治体の先行事例も参

考にしながら積極的に活用します。 

   

短期的取組 

 ③個人及び法人等からの寄附の拡大 

ⅰ）企業版ふるさと納税制度の積極的な活用 

ⅱ）クラウドファンディングの統一的な指針の策定及び情報発信のための

ポータルサイトの活用 

ⅲ）策定したクラウドファンディング指針に基づく事業の実施 

ⅳ）個人及び法人等への募集活動の強化 

 

取組項目 29 年度 30 年度 31 年度 

③個人及び法人等からの寄

附の拡大 

   

 

 

  

順次実施 検討 

１ 



 
 

２．クラウドファンディングの概要 

  

クラウドファンディングとは、特定のプロジェクトを実施するために、 

主としてインターネットを通じて不特定多数の人から資金調達する仕組み 

です。資金を調達するためには、プロジェクトについて多くの人から共感・ 

賛同を得ることが必要です。 

近年、自治体がインターネット上で寄附を募り、特定事業の資金を集める

クラウドファンディングを活用する事例が増えてきています。 

   クラウドファンディングの活用を通じて、三重県が取り組むプロジェク

トを県内外の多くの方に知ってもらい、応援してもらうことで、三重県の

魅力を発信することができます。また、事業成果を広くＰＲすることによ

り、三重県へ寄附をしていただく人の輪が広がるといった効果も期待でき

ます。 

※自治体への個人からの寄附については、クラウドファンディングもふるさと納税 

制度が適用されます。 

 

   

３．クラウドファンディングの種別 

 

（１）運営方法別 

   直営型：自治体が運営するホームページ内に専用のページを立ち上げ、 

直接寄附金を募集します。 

委託型：クラウドファンディング事業者に委託し、事業者のホームペー 

ジで間接的に寄附金を募集します。 

 

（２）調達方法別  

All In 方式：寄附金額が目標額に達しない場合でも事業を実施します。 

All or Nothing 方式：寄附金額が目標額に達成した場合のみ、事業を実施 

することができます。 

  

２ 



 
 

４．基本的な考え方 

 

（１）対象事業の要件 

  ・クラウドファンディングは、特定のプロジェクトに対しての寄附募集で

あることから、対象事業は事務事業（細事業）以下の事業単位とします。 

   ※天候による中止など県では調整できない事由により事業が実施できなくなっ 

た場合、寄附金を返還する必要が生じる可能性があることに留意してくださ 

い。（参考：P6  6.留意事項(1)） 

 

（２）運営方法 

  ・三重県のホームページ上での寄附募集（直営型）とクラウドファンディ 

ング事業者への委託による寄附募集（委託型）のどちらも可能とします。 

  ・委託型での実施にあたっては、寄附額の 10～20％の委託料がかかること 

から、全国に広くＰＲすることにより、多くの人から共感が得られ、歳 

入確保がより多く見込まれる事業が望ましいものとします。 

 

（３）調達方法 

  ・直営型の場合は、目標額に達するかどうかにかかわらず寄附の申込みが 

あれば受入事務を行うことになるため、All In 方式で実施します。 

・委託型の場合は、All In 方式、All or Nothing 方式どちらでも可能とします。 

 

（４）募集活動の強化 

①わかりやすい募集ページの作成 

・寄附金がどのように活かされるのか、寄附者にわかりやすい募集ページ 

を作成し、十分に周知を行ってください。 

・募集ページには、「負担付寄附ではない」旨を記載してください。 

（参考：P6  6.留意事項(1)） 

・事業実施中は進捗状況、事業実施後は実績報告を掲載してください。 

 

②寄附者へのフォローアップ 

・寄附者には、お礼状を送付するとともに実績報告を行ってください。 

・事業に関連した返礼品に限って送付可能とします。ただし、返礼品及び 

それに伴う経費は、寄附金額の 10％以内とすることとします。 

 

  

３ 



 
 

（５）予算上の取扱い 

  ①予算要求 

・事業費の他、クラウドファンディングに係る経費（ＰＲ活動、クラウド 

ファンディング事業者への委託料、返礼品、送付費用等）も含めて歳出 

予算として要求してください。寄附金は、一旦ふるさと応援寄附金基金 

に積み立てるため、歳入科目は基金繰入金とし、予定する寄附金額を計 

上してください。 

・事業費の全額（All In 方式の場合は、事業費の全額又は一部）とクラウ 

ドファンディングに係る経費は寄附金を財源とすることとします。 

  ・寄附金額が目標額を上回った場合は、事業内容を充実し、より効果的な 

事業を実施してください。 

・寄附金額が目標額を下回った場合でも、All In 方式では事業を実施する必 

要があるため、寄附金額にあわせて事業内容を柔軟に変更するなど追加 

の県費負担が生じないようにしてください。 

     

②寄附金の財源上の取扱い 

・寄附金は、寄附を受けた部局の特定財源として取り扱うこととします。 

 

  ③事業の実施決定 

・寄附金で実施する事業であっても、通常の予算要求と同様、事業目的や 

事業内容について財政課との調整を経たうえで、実施を決定することと 

します。 

  

４ 



 
５．実施手順 

 

 

 

 

  

【前年度】

【事業実施年度】 ※当該年度中に完了する事業の場合

税務企画課 事業担当課

事業担当課税務企画課

委託型 直営型

クラウドファンディング活用事業、充

当予定寄附金額の照会

クラウドファンディング活用事業、

充当予定寄附金額の回答

歳入科目を基金繰入金とし、クラウド

ファンディング活用事業を予算要求

歳入科目を寄附金とし、ふるさと応援

寄附金基金積立金を予算要求

財政課との予算調整を経たうえで、事業実施決定

三重県のホームページで募集

開始

寄附金の調定

寄附金受領証明書等を発行し、

事業担当課へ送付
寄附者へ寄附金受領証明書等、お礼状、必要

に応じ返礼品を送付

【事業実施中】

ホームページに事業進捗状況等を掲載

【事業実施後】

寄附者に実績報告を送付及びホームペー

ジに実績報告を掲載

委託事業者の選定、

契約締結

委託事業者のホームページ

で募集開始

委託事業者からの寄附金受

入の情報を税務企画課へ連

絡

寄

附

金

額

に

応

じ

て

事

業

実

施
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６．留意事項 

 

（１）負担付寄附 

   負担付寄附とは、寄附の契約に付された条件そのものに基づいて、地方

公共団体が法的な義務を負い、その義務不履行の場合には、その契約が解

除されるようなものをいいます。 

 クラウドファンディングでの寄附契約が負担付寄附に該当すると、事業が 

できなくなった場合、寄附金を返還する必要が生じるほか、寄附金受領証明 

書の回収など、寄附者に大きな事務的な負担を強いることになります。その 

ため、返還義務が生じないよう、事業を確実に実施することは当然のこと、 

負担付寄附に該当しないような契約にする必要があります。 

   負担付寄附に該当するかどうかは、県と委託事業者との契約の他、県と 

寄附者との間でどのような合意がなされたかによります。合意内容は、募集 

ページで判断されるため、ページ作成にあたっては事業が実施できなくなっ 

た場合に返還義務が生じないような記載内容にするとともに、「負担付寄附 

ではない」旨を必ず記載してください。 

（記載例．事業実施に向けて全力で取り組んでいきますが、万が一実施でき 

ない事由が生じた場合は、当該寄附の趣旨に沿うような事業に活用させてい 

ただきます。当該寄附は「負担付寄附」ではなく、「用途を指定した寄附」 

としてお受けするものであることをご了承ください。） 

※地方自治法第 96 条第１項第９号により「負担付寄附」は議決事項となっていま 

す。 

 

（２）割当寄附金等の禁止 

 地方財政法第４条の５により、「地方公共団体は他の地方公共団体又は住 

民に対し、直接であると間接であると問わず、寄附金を割り当てて強制的 

に徴収（これに相当する行為を含む）するようなことはしてはならない」 

とされています。 

 寄附の募集活動については、県の事業の趣旨を理解し、賛同いただける 

よう留意する必要があります。 

 

（３）ふるさと納税にかかる返礼品 

   ふるさと納税の返礼品競争の過熱化を受け、返礼品のあり方等について、

総務省から通知が出ています。（平成 29 年４月１日付け総税市第 28 号総務

大臣通知「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」） 

返礼品を送付する場合は、本通知に沿った対応を行う必要があります。 

  

６ 


